
お住まいの住宅の省エネ化で

快適＆健康＋節電

最大40万円補助
補助対象経費の1/3

お問合せ先 徳島県県土整備部住宅課建築指導室 TEL：088-621-2598
申 請 先 mail：kenchikushidoushitsu@mail.pref.tokushima.jp

※申請様式は県HPよりダウンロードできます

夏 涼しく、
冬 暖かい、

補助要件
○冷暖房エネルギーの削減率が15％以上見込まれる改修※
※改修例①すべての窓の改修

②床面積の40%部分：外壁（断熱材）と窓の改修

○徳島県内で自ら居住する専用住宅
○耐震性を有するもの
（耐震改修の補助金とセットで利用できます）

徳島県住まいの省エネ改修費補助金

外壁・床の断熱工事

内窓の取付

申請様式はこちらから

天井（屋根の直下）断熱工事

【改修例】
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